
【高度専門職１号（特別高度人材）】 

在留資格認定証明書交付申請 

 

「高度専門職１号」の在留資格は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込ま

れる高度の専門的な能力を持つ外国人の方の受入れをより一層促進するため、他の一般的な就

労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。 

２０２３年４月から特別高度人材制度（J-Skip）が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは

別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職１号」の在留資格を付与し、

“特別高度人材”としてさらに拡充した優遇措置を認められます。 

 

○ 要件（次のいずれにも該当することが必要です。） 

※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです（以下同じ。）。 

 

１ 申請人が行おうとする活動について、出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」といいま

す。）別表第１の２の表の「高度専門職１号イ」、「高度専門職１号ロ」、「高度専門職１号ハ」

の活動のいずれかに該当すること。 

２ 申請人が、入管法第７条第１項第２号の基準を定める省令の「高度専門職１号」の基準にす

べて適合すること。 

３ 特別高度人材の基準を定める省令で定める基準（※）に該当すること。 

  ※以下のいずれかを満たす方であること。 

（「高度専門職１号イ」、「高度専門職１号ロ」の場合） 

・修士号以上取得、かつ年収２,０００万円以上の方 

・従事しようとする業務等に係る実務経験１０年以上、かつ年収２,０００万円以上の方 

（「高度専門職１号ハ」の場合） 

     ・事業の経営又は管理に係る実務経験５年以上、かつ年収４,０００万円以上の方 

 

○ 提出資料 

※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から３か月以内のものを提出してください。 

 

１ 在留資格認定証明書交付申請書１通 

・「高度専門職１号イ」はこちら（PDF）（Excel） 

・「高度専門職１号ロ」はこちら（PDF）（Excel） 

・「高度専門職１号ハ」はこちら（PDF）（Excel） 

※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。また、出入国在留管理庁のホ

ームページから取得することもできます。 

２ 写真（縦４cm×横３cm） １葉  

※ 申請前６か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。  

※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。  

３ 返信用封筒（定形封筒に宛先を明記の上、４０４円分の切手（簡易書留用）を貼付したもの） 

１通 

４ 本邦において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第３の「教授」から「報道」ま

で又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料  

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1-1.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10.html


※ 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料が、カテゴリーにより分かれ

ている場合は、当該カテゴリーに応じた資料 

５ 活動の区分（高度専門職１号イ、高度専門職１号ロ、高度専門職１号ハ）に応じた、特別高度

人材の基準に関する疎明資料（以下基本例） 

 

 特別高度人材の基準に関する疎明資料（基本例） 

学歴について 該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書 

職歴について 

入管法別表第１の２の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人

（以下「高度専門職外国人」といいます。）として従事しようとする業務に従事

した期間及び業務の内容を明らかにする資料（所属していた機関作成のも

の） 

年収について 

年収（契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額）を証する文書 
※ 年収（契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額）とは、（直

前までの期間を含む。）過去の在留における年収ではなく、申請に係

る高度専門職外国人としての活動に、本邦において、従事すること

により受ける（予定）年収を意味します。 

 

このほか、申請いただいた後に、当庁における審査の過程において、上記以外の資料を求める

場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。 

 

○ 留意事項 

１ 申請の際には、身分を証する文書（会社の身分証明書等）をご提示いただきます。 

これは、代理人、申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合において、申請を提出

することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 

２ 在留資格認定証明書交付申請に関する手続等の案内については、出入国在留管理庁ホー

ムページの「在留資格認定証明書交付申請」をご覧下さい。  

３ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文（日本語）を添付して下さい。  

４ 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本

等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。  

 

http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_evaluate_index.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html

